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           創 発 は い か な る 意 味 で 倫 理 的 か

                岩 井 哲 雄

1.は じめに

 理性 にもとつ く普遍的な倫理を確立するという近代的な倫理観は、理性そのものの普遍性

が疑われるにいたって、きわめて維持の困難なものになっている。代わって、倫理 とは社会

や時代 に制約されたものにすぎないという見方が、いまや、支配的であるように思われる。

教育は倫理と密接な関係をもつものであるから、倫理が社会や時代によって異なるものと考

えられるとすれば、それは教育の営みそのものを揺るがすものと思われる。では、個々の社

会に固有な倫理ではなく、そうした社会の違いを超えた倫理は存在するだろうか。

 ところで、茶道など日本の芸道に見 られる倫理観は、個々の社会の差異を超えた倫理が実

際に存在することを示唆 しているように思われる。 久松真一によれば、茶道 は、 「一切の形

あるものの否定」 である禅に基づいている。一切の形あるものの否定である禅 は、 「文化の

否定」であり、「生命的、主体的に人間の否定」である(久 松、1987:29-30頁)。 それは

また、善悪の差別の否定でもある。なぜなら、善悪 とは、是非 ・真妄 ・善悪 ・美醜など 「価

値の世界の形」 「精神的な形」であって、一切の形あるものの否定である禅 は、 当然 こうし

た精神的な形をも否定しなければならないからである(久 松、同書:33頁)。 したがって、

茶道 とは、文化や人間や価値の否定に立脚するものに他ならない。

 しかしながら、茶道はまた、人間形成的な意義をもつ文化でもあり、それ自体として倫理

的なものでもある(久 松、同書:48頁)。 久松は、「形のない無相の人間」を形成すること、

そのような無相の自己の自覚が茶道における人闇形成であるという(久 松、同書:43頁)。

そして、この無相の人間とは 「文化を創るもの」であって、それゆえ茶道とは 「文化を創る

ものを創るところの根源的文化」であるという(久 松、同書:46-47頁)。

 また茶道は倫理的なものでもある。一般 に理解されている茶道の倫理とは、茶道における

人間ないし人間間の心掛けとしての 「和敬静寂」である(久 松、同書:125頁)。 久松によ
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れ ば 、 そ れ は、 「茶 道 の絶 対 唯 一 の創 造 的主 体 的 法則 」 で あ る茶 道 の玄 旨 が、 最 初 に と る形

で あ る(久 松 、 同書 、122頁)。 そ うで あ る とす れ ば、 そ れ は最 も根 本 的 な倫 理 で あ る とい

う こ と にな ろ う。

 以 上 の よ うに、 茶 道 と は文化 を創 る人 間 を創 る根 源 的文 化 で あ り、 した が って、 そ こにお

け る倫 理 は、 個 々の 社 会 に固有 の倫 理 の 否定 の先 に あ る、 創 造 の た め の倫 理 で あ るよ うに思

わ れ る。 そ して 茶 道 の教 え る と ころで は、 この よ うな倫理 に 向 けて人 間 を形 成 す る こ とは無

意 味 な こと で は な い。 しか しな が ら、 こ の茶 道 の教 え は多分 に実 践 的 で あ り、 この よ うな倫

理 の存 在 が いか な る論 理 、 い か な る根 拠 に も とつ い て主 張可 能 で あ るの か を教 え て は くれ な

い。

 で は、 この よ うな倫 理 の根拠 に、 ど こまで論 理 的 に接近 す る こ とが で き るで あ ろ うか。 こ

の試 み と して、 本 稿 で は、 創 造 の理 論 で あ る と同 時 に社 会 の理 論 で もあ るマ イ ケ ル ・ポ ラ ン

ニ ー(Michael Polanyi)の 暗 黙 知 の理 論 を 検討 す る。 す な わ ち本 稿 は、 暗 黙 知 の理 論 にお

け る社 会 の理 論 と創 造 の理 論 との 関係 を検 討 す る こ とに よ って 、 創 造 の 背後 に倫 理 が た しか

に存 在 して い る こ との根 拠 を 示 そ う とす る試 み で あ る。

2.知 る こ との本 性

 ポ ラ ンニ ーに よ れ ば、 「技 能 的 行為(skilful performance)の 目標 が 達成 され るの は、 個

人(person)に は そ れ 自体 と して(as such)知 られ る こ との な い一組 の規 則(a set of

rules)を 遵 守 す る こ と によ る」。 例 え ば、 泳 ぐた δ6には、 泳 ぎ方 の 規 則 を遵 守 す る こ とが 、

自転 車 に 乗 る た め に は、 自転 車 の乗 り方 の規 則 を 遵 守 す る こ とが 必 要 で あ る(Polanyi,

1974:49=46頁)。

 ポ ラ ンニ ー は、 技 能 的 行為Yす なわ ち、 「す る こ と」(doing)に 隠 され て い る この規 則 を、

操 作 的 原理(operational principles)と 呼 ん で い る。そ れ は、「行 為 の根 底 を なす 前 提」(Pol-

anyi, ibid.:162=151頁)と み な し うる。 しか しな が ら、 この規 則 を 明示 的 に 述 べ る こ と、

す な わ ち焦 点 的(focal)な 知 識 の形 で述 べ る こ と は、 行為 者 に と って、 ふ つ うは不 可 能 で

あ る。 例 え ば、 自転 車 乗 りの規 則 は、 そ れ を 明示 的 な知識 の形 で示 す とす れ ば、 「自転 車 の

経 路 の 曲 率 を ア ンバ ラ ンス割 る速 度 の2乗 に比 例 して調 整 す る」 とい う もの に な るが(Pol・

anyi, ibid.:49=46頁)、 自転 車 に乗 る行為 者 に と って 、 この 明示 化 され た規 則 を述 べ る こ

と は不 可 能 で あ る。 行 為 者 は 「こ う した 行 為 を そ う した 前 提 の焦 点 的 知 識 な しで達 成 し実

践 」 して い るの で あ る。(1)
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 以 上 の よ うに、 行 為 の前 提 を な す規 則 は、 行為 者 に はそ れ 自体 と して は知 られ て は い な い。

そ もそ も、 こ の種 の規 則 は、 そ れ 自体 と して 知 られ る必 要 もな い。 とい うの も、 仮 に 自転 車

乗 りの規 則 を そ れ 自体 と して(焦 点 的 に)知 った と して も、 そ れ に よ って 自転 車 に乗 れ る よ

うに な るわ け で は な いか らで あ る。 行 為 の前 提 は、 焦 点 的 に知 るの とは異 な る仕 方 で 把 握 さ

れ な けれ ば な らな い。 こ の種 の把 握 を ポ ラ ンニ ー は 「従属 的 に知 る」 と呼 ん で い る。 以 上 を

ま とめ る と、 次 の よ うに な るで あ ろ う。 行 為 者 は 「一 定 の 前 提 に依 拠 して行 為 して い るの で

あ り、 そ の前 提 に つ い て は焦 点 的 に は無 知 だが、 従 属 的(subsidiary)に 知 って い る」 の で

あ る。(Polanyi, ibid.:162;152頁)

 この こ と は、 「す る こ と」 だ けで な く、 「知 る こと」(knowing)に っ い て も妥 当す る。 例

え ば、 鑑 識 眼 や レ ン トゲ ン写 真 を読 み取 る こ とは、 「す る こ と」 で あ る と同 時 に 「知 る こ と」

で もあ り、 これ は、 「す る こと」 と 「知 る こ と」 とが連 続 で あ る こ とを 示 して い る。 ま た、

純粋 に知 的 に知 る こ とで あ る、 合 理 的 な思 考 で あ っ て さえ 、 論 理 法 則 と い う操 作 的原 理 を遵

守 す る こ と によ って行 な わ れ る、 一 っ の技 能 とみ な し うる。 そ れ ゆ え、 す べ て の 「知 る こ

と」 は技 能 的 な 達成 とみ な し うる。 した が って、す べ て の 「知 る こ と」 は、 それ 自体 と して

知 られ る こ との な い規 則 を遵 守 す る こ と、 そ の規 則 を従 属 的 に感知 す る こ と によ って活 用 す

る こ とに も とつ く達 成 で あ り実 践 で あ る、 とい って よ い。(こ こに示 した理 由 に よ り、 ポ ラ

ンニ ー は、 「す る こ と」 と知 的 に 「知 る こと」 とを あ わ せ て 「知 る こ と」 な い し 「知 る こ と

の行 為(act of knowing)」 と呼 ん で い る[Polanyi,1969:6=19頁]。 本 稿 で も、 この用

法 に従 う こ と にす る。)

 知 る こ との行 為 の 背後 に あ る規 則、 す な わ ち操 作 的 原 理 と呼 ばれ る規 則 の性 格 は、 次 の 事

実 に注 意 す る こ と に よ って、 よ り明 確 にな る。 す な わ ち、 知 る こ と の行 為 は二 種 類 の 原理 の

働 き に よ って 成 立 して い る、 とい う事 実 で あ る。例 え ば 自転 車 乗 りの場 合 、 そ こ に は1)力

学 の法 則 と、2)自 転車 乗 りの規 則 が 働 い て い る。 こ こで、 か りに行 為 者 が 自転 車 に乗 るの

を 止 め た とす れ ば、2)の 規 則 は消 失 す る。 しか し、 明 らか に1)の 法 則 は依 然 と して 働 い

て い る はず で あ る。 それ ゆえ、 この二 っ の 原理 を区別 す る こ とに は根 拠 が あ るで あ ろ う。 さ

らに、 か り に 自転 車 に乗 って い る人 が 、1)の 法則 の働 くま ま に ま かせ た とす れ ば、 自転 車

に乗 り続 け る こと はで き ない で あ ろ う。 そ れ ゆ え、2)の 規 則 は、1)の 法 則 を制 御 し活 用

す る原 理 で あ る、 とみ る こ とが で き る。 この意 味 で、2)の 規 則 は1)の 法 則 に対 す る高 次

の原 理 で あ り、 他 方 、1)の 法則 は2)の 規則 に対 す る下 位 の原 理 で あ る、 とみ なす こ とが

で き る。 つ ま り、 操 作 的 原 理 と は、 二 っ の原理 の結 合 か らな る行 為 に お け る、 上 位 の原 理 な
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のである。

 さて上記の観点か らみるとき、行為に関 して次のことがわかる。すなわち、行為を、その

低次の原理だけを用いて同定する(identify)こ とはできない、 ということである。例えば、

自転車乗りという行為を、力学の法則だけを用いて同定することはできない。かりに、力学

の法則のみによって自転車乗 りを記述するならば、その記述 は一組みの運動方程式として与

えられるほかなく、 しか もそれは、ある物体がある運動を しているということしか意味 しな

いであろう。それゆえ、自転車乗りを自転車乗りとして同定するには、2)の 規則(高 次の

原理)に っいて何 らかのかたちで言及することが不可欠である、といってよい。2)の 規則

について言及 しないのであれば、そもそも自転車乗 りという行為を認知することはできない

のである。

 次節では、上で明らかになったこと、すなわち、行為を同定するには規則(高 次の原理)

に言及 しなければならないということがもっ意味を、さらに考察することにする。

3.世 界の創発 一包括的存在の独立性

 前節でみたように、低次の原理だけを用いることによっては、行為を行為として同定 し記

述することはできない。 このことは、高次の原理が低次の原理には還元されえない、 という

ことを意味 している。なぜなら、この還元が可能であれば、高次の原理をもちだすまでもな

く、ある行為を行為 として同定 し記述できるはずだからである。そこで、今度は、高次の原

理の、低次の原理への還元不能性ということの意味を考察することにしよう。

 このことは、 まず第一に、行為の高次の原理が創造されたものに他な らないということ、

行為それ自体やその規則が全 く新奇なものとして創発(emerge)し たということを意味す

る。例えば、 自転車乗 りは、力学法則だけを用いることによっては、自転車乗 りとして記述

することができないか ら、自転車乗りの規則は力学法則に還元されえない。 したがって、自

転車乗 りという行為やその規則は予め存在 したのではなく、新奇なものとして創発 したのだ

とみなさなければな らないのである。

 以上 のような意味で創発 したとみなされるものを、ポランニーは、包括的存在(com-

perhensive entity)と 呼んでいる。「比較的に次元の高い原理 と低い原理という二っの原理

の結合」 したもの、これ ら二っの原理によって二重に制御(dual-control)さ れ るものは、

包括的存在である。人間が作ったもの、行なうことは、この包括的存在に他ならない。例え

ば、機械は力学法則と機械を規定する操作的原理との結合であり、身体運動は筋肉活動の規
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則と目的的行動の規則との結合である。適切な文章は語彙の規則 と文法規則 との結合であり、

チェスのゲームはその競技規則と指 し手の戦略との結合である。それゆえ機械、 目的的行動、

文法に適 った文章、チェスのゲームなどは、すべて包括的存在 とみなすことができるのであ

る。(Polanyi,1969:217=277頁)

 包括的存在やその高次の原理が、低次の原理には還元されえないということは、第二に、

包括的存在が低次の原理からは独立 した存在であること、いわば一っの世界を形成するもの

であることを意味する。

 なぜなら、包括的存在 は、その内部に、その固有の事実(そ の諸部分や部分集合)を もっ

からである。例えば、キ ングやクイーンの駒が存在するという事実は、チェスという包括的

存在にのみ固有である。これらの駒の存在は、チェス以外のいかなる経験的事実にも還元で

きない。あるいはまた、負の数や虚数が存在するという事実は、数学という包括的存在に固

有であって、数学以外の領域で観察されるいかなる事実 もその存在を証明 しない。一っの技

能であってさえ、 それはその固有の事実を確定する。例えば、「ハ ンマー」 という道具が存

在するという事実は、ハ ンマーを用いる技能のなかにしか存在 しない。たとえ、ハンマーと

まったく同一の形状をした物体があったとしても、 もしハ ンマーを用いる技能が存在 しなけ

れば、それをハ ンマーと呼ぶことはできない。このように、一つの技能であってさえ、それ

を構成する固有の事実をもっている。

 以上のように、包括的存在に固有な事実は、包括的存在の外部か らは同定することはでき

ない。 この意味で、包括的存在はその外部か らは独立であり、 したがって一っの独立の世界

を形成するものだとみなしてよいと思われる。そして包括的存在が一っの世界に他ならない

とすれば、創発(包 括的存在の創発)と は一つの世界の創発である、 といってよいであろう。

4.倫 理の創発一正 しさの根拠の独立性

 包括的存在 は一っの独立 した世界に他ならない。 というのも、包括的存在における事実は、

その内部においてしか、同定することができないからである。 これと同様に、 この世界にお

ける正 しさもまた、 この世界の内部においてしか評価できない。 このこともまた、包括的存

在を同定することは低次の原理によっては不可能であり、 もしそれを同定 しようとするなら

ば包括的存在を制御する高次の原理に言及 しなければならない、 ということから帰結する。

本節では、このことを確認することにする。

 例えば、チェスの駒を競技規則に則 ってはいるが、ただランダムに動かしているだけの場
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合 か ら、 い わ ば ま っ と うな チ ェス の試 合 を区 別 して認 知 す る こ とは、 低 次 の原 理(こ の 場合 、

チ ェ スの競 技 規 則)に よ って は不 可 能 で あ る。 なぜ な ら、 両 者 は、 と もに低 次 の原 理 を 満 た

して い る とい う点 で、 同等 だ か らで あ る。 この区別 を行 な って、 ま っ と うな試 合 をそ れ と し

て 同 定 す る に は、 そ の 試 合 に あ らわ れ る高次 の原 理、 す な わ ち指 し手 の戦 略 に何 らか のか た

ちで 言 及 しな け れ ば な らな い。

 す る と、 こ こか ら次 の よ うに い うこ とが で きるで あ ろ う。 す な わ ち、 あ る個 々 の チ ェ スの

試 合(こ れ はチ ェ ス と い う包 括 的存 在 の 部分 集 合 とみ る こ とが で き る)が よ い もので あ る と

い う こ と、 また 、 あ る チ ェ ス の手(こ れ はチ ェス と い う包 括 的 存在 の部 分 とみ る ことが で き

る)が よ い もの で あ る と い うこ と は、 た だチ ェス の高 次 の 原理 との 関 わ りに お い て の み評 価

す る こ とが で き る、 とい うこ とが で き るで あ ろ う。

 そ れ とい うの も、 これ らチ ェ ス の試 合 や チ ェス の手 を評 価 す るた め の、 外 部 の基 準 は存 在

しな い か らで あ る。 前 節 で み た よ うに、 包 括 的存 在 を同 定 す る ため の外 的 な 基準 は、 そ もそ

も存在 して い な い。 そ れ ゆ え、 い かな る外 部 の基 準 も、 そ の評 価 の 対象 を 同定 し確定 す る こ

とす らで きな い。 そ して、 そ うで あ る以 上 、 そ もそ も外 部 か らの評 価 な ど、 始 め よ うがな い

の で あ る。 ま た実 際 、 チ ェ スの手 を、 チ ェス と い う包 括 的 存 在 の外 部 の根 拠 に よ って、 例 え

ば、 経 済 的 な根 拠 に よ って評 価 す るこ とや、 法 的 な根 拠 に よ っ て裁 くこ と は不条 理 で あ ろ う。

この よ うに、 あ る世 界 にお け る正 しさを判 定 す るた め の、 外 的 な基 準 は存 在 しな いの で あ る。

 いか な る正 し さ も、 そ の世 界 の 内部 か ら、 つ ま り内在 的 に(intrinsic)の み判 定 す るこ と

がで き る。 この と き、 包 括 的 存 在 の高 次 の原理 はmの 「理 想(ideal)」(Polanyi,1974:

334=318頁)と して、 包 括 的 存 在 に お け る事 実(す な わ ち包 括 的 存 在 の部 分 集 合 や そ の諸

部 分)の 正 しさ を判 定 す る 「標 準(standard)」 を提 供 す る もの で あ る。 そ れ ゆ え、 ポ ラ ン

ニ ー は、 この高 次 の原 理(=操 作 的原 理)を 「正 しさ の規 則(rules of rightness)」 と も呼

ん で い る(Polanyi, ibid.:329=313頁)。 この正 し さの規 則 との関 わ りに お い ての み、 包

括 的存 在 に おrける事 実 の よ しあ しが評 価 可 能 な の で あ る。(2)

 た だ し、 この規 則 は、 行 為 者 に はそ れ 自体 と して知 られ て い る もの で は な い。 それ ゆ え、

規 則 が 与 え る標 準 も、 行 為 者 に と って は、 そ れ 自体 と して 現 れ る こ と はで きな い。 ポ ラ ン

ニ ー に よれ ば、 そ う した標 準 は、 行 為者 に と って、 彼 の情 熱 を とお して確 認 され る価 値 と し

て、 あ る い はそ の 徴 候 と して の興 味や 美 と して現 れ るので あ る(Polanyi, ibid.:189=177

頁)。 そ して 、 チ ェ スへ の興 味 が チ ェス の世 界 にお い て の み成 立 す る よ うに、 こ う した価 値

や興 味 や 美 は、 特 定 の世 界 に お い て しか成 立 しな い固 有 の もの なの で あ る。
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 以上のように包括的存在は、その外部のいかなる規則にも従 うことはな く、それ自身の規

則にのみ従 う。また、 この規則が与える標準は、行為者にとっては価値を意味 し、その価値

は各々の包括的存在に固有である。この意味で、包括的存在は、それ自身の固有の倫理をも

っといってよい。つまり、包括的存在は、倫理的にもその外部からの独立を保持するのであ

る。そして、包括的存在の創発とは正 しさの規則の創発に他ならないから、それはまた、包

括的存在に固有な倫理の創発でもあるのである。

5.創 発の倫理一知ることの条件

 これまでにみたよう1ヒ、包括的存在の創発は、一っの世界の創発であり、同時に、その世

界の倫理の創発でもあった。そして、ここに創発する倫理は、そこだけに固有な倫理であっ

て、その正 しさは外部からの評価を受け付けないものであった。そうすると、次のような問

題が生 じてくると思われる。すなわち、ある個人の都合のよい正 しさの規則を制定すること

によって、そのような世界を恣意的に創出することができるのか、そ して、それが可能であ

るとすれば、倫理 とは恣意的に確立することができるものなのか、 という問題である。本節

では、 この問題について考えることにする。

 既にみたように、創発 した世界における正 しさを決定す るのは、正 しさの規則e操 作的原

理であった。 この規則が、その世界における正 しさの標準、つまり、 この世界の倫理の基準

である。そこで上述の問題は次のように問いなおすことができる。すなわち、標準はいかな

る身分をもっのか、 それは主観的であるのか(主 観的に設定できるのか)、 あるいはそうで

はないのか、という問いとしてである。

 さて、ポランニー自身は、例えば科学の標準の身分について次のように述べている。科学

においては、「科学者は自分の標準 と自分の主張に非個人的な身分(impersonal status)を

帰するが、それは彼がそれらを科学によって非個人的に確立されたものと看なすか らであ

る」(Polanyi, ibid.:302-303=285頁)。 つまりポランニーは、 標準は恣意的に確立され

たものではない(換 言すれば、正 しさの規則は恣意的に確立されたものではない)と みなし

ているのである。では、 この根拠は何であろうか。

 この問いに対 して、本稿では、ポランニーの理論が示唆す るところではあるが、 ポラン

ニー自身は明示的に述べていない方向から、答えることを試みることにする。 ここで選択す

るその方向とは、知ることの行為が成立するための条件を吟味することである。

 そもそもポランニーは、知ることの行為を誤りうるものとして特徴づけている。っまり、
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誤 り う る こ とは、 あ る もの を 知 る ことの 行為 とみ なす た め の一 っ の基 準 で あ る。 例 え ば、 足

算 が 技能 で あ るの は、 そ れ が 間 違 い うるか らで あ る。 これ に対 して、 小 石 を ば らま く こと に

は誤 りの 可能 性 が な く、 した が って これ は通 常 技 能 と は認 め られ な い。 あ る もの ご とが技 能

や 知 識 の 名 に値 す る に は、 そ れ が誤 りで あ り うる ことが 必 要 な の で あ る。 そ こで、 この誤 り

と い う観 点 か ら、 知 る こ との 行 為 が成 立 す る条 件 を考 え て み よ う。

 ポ ラ ンニ ー は、 知 る こ と の行 為 が 陥 る誤 りを二 種 類 に大 別 して い る。 一 っ は、 合理 的誤 謬

(reasonable error)と 呼 ば れ る もので あ り、 も う一 っ は主 観 的 合理 性(subjective rationa1-

ity)と 呼 ば れ る もの で あ る。 両 者 の違 い は、 前 者 が い わ ば正 常 な標 準(誰 の観 点 に と って

も合 理 的 な 標 準)を 満 足 させ よ う と して い るの に対 して、 後 者 は主 観 的 な標 準(当 の個 体 ・

個 人 の観 点 か らのみ 合 理 的 な標 準)の 満 足 を も とめ て い る だ け だ と い うと こ ろ に あ る。 例 え

ば、 擬 似 餌 に食 い付 く魚 は、 合 理 的 な誤 謬 を犯 して い る。 これ に対 して 、 全 く栄 養 の な い

サ ッカ リン水 溶 液 を味 覚 の満 足 だ けの た め に飲 む 鼠 は、 主 観 的 合 理 性 に従 うと い う誤 りを犯

して い る。(Polanyi, ibid.:361-362=341-342頁)

 で は、 正 常 な標 準 と主 観 的 な標 準 との差 異 は ど こに あ る の だ ろ うか。 擬 似 餌 に食 い付 く と

き、 当 の魚 が そ の誤 りに気 づ くこ とは可 能 で あ る。 と ころ が、 サ ッカ リン水 溶 液 を飲 む と き、

当 の鼠 は そ の誤 りに気 づ く可 能 性 がな い。 っ ま り、 鼠 に と って は、 サ ッカ リン水 溶 液 を飲 む

こ とは誤 りえ な い こ とな の で あ る(た だ し、 われ わ れ は正 常 な標 準 に よ って鼠 の振 舞 いを評

価 す るか ら、 わ れ わ れ に と って は鼠 の振 舞 い は誤 りで あ る)。

 さて 、誤 り う る こ と は、 知 る こ との行 為 の一 っ の基 準 で あ った。 しか し上 で み た よ うに、

主 観 的 な標 準 の 満足 は誤 りえ な い 。 したが って、 一 個 体(一 個 人)の 恣 意 的 な標 準 、 す な わ

ち主観 的 な 標準 は、 知 る こ と の行 為 を構 成 す る もので はな いの で あ る。 よ り厳 密 にい え ば、

そ もそ も主 観 的 な標 準 は存 在 しえ ない とさえ い え る。 と い うの は、 いか な る仕 方 で も、 標 準

に背 い た こ と(誤 り)に な らな い とす れ ば、 そ れ は、 そ も そ も は じめか ら標準 に従 って な ど

い なか った のと 同 じだ か らで あ る(3)。

 逆 に言 え ば、 も し知 る こ との行 為 が現 に存 在 して い る ので あ れ ば、 そ の標 準 は、一 個 人 を

超 えて 受 容 され うる もの、 換 言 す れば、 公 的 に共 有 さ れ うる もので な け れ ば な らない 。 した

が って、 知 る こ と=創 発 は、 そ の正 しさの規 則=標 準 が公 的 に受 容 さ れ る可 能 性 がな けれ ば、

創 発 とは み な さ れ な い の で あ る。 ポ ラ ンニ ー は次 の よ うに言 う。 「暗 黙 的同 意 と知 的 情熱 、

イ デ ィオ ム と文 化 的 遺 産 の共 有 、 相似 た心 を持 つ コ ミュニ テ ィー へ の帰 属 一 こ れ らが 、事 物

を我 が もの とす る と きに依 拠 す る、 事 物 の本 性 の ヴ ィ ジ ョンを形 成 す る。 知 能 は、 いか に批
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判的ないし独創的であっても、そうした信用的枠組の外では働かない」。「われわれがこの枠

組を受容することは、およそ知識をもつたあの条件」なのである(Polanyi, ibid.:266-267

=250頁)。 っまりポランニーによれば、知ることは、単独の個人によって行いうることで

はないのである。

 さて、われわれは、ここに、そもそも創発が可能であるための条件を見出すことになる。

っまり、標準の共有を確保することが、そもそも創発が可能であるための条件なのである。

 では、標準の共有を確保することは、いかにして可能であろうか。

 そもそも標準は、正 しさの規則によって与えられるものであるが、知 ることの本性からす

ると、それは、それ自体として知 られているものではないのであった。 したがって、 もし、

標準ないし正 しさの規則を伝達 しようと思 うならば、この伝達 は、 この規則を体現 している

知 ることの技法の、具体的な実例に即 して行なわれなければならない。そして技法を実例に

よって学ぶ ということは、 技法の伝統を受け入れることを意味する(Potanyi,1964:15=

19-20頁)。 ここには、師と、師に体現されている伝統の価値に対する無条件的な尊敬や信

頼が必然的に伴 うことになる。なぜなら、弟子は、技法を学びとる前に、あらかじめその価

値や意義を知るということができないからである。これら無条件的な尊敬や信頼が、知るこ

との技法を伝達するための、そして、それによって標準を共有するための根本的な条件なの

である。

 これまでにみたように、包括的存在の創発は、正 しさの規則の制定であり、一っの世界 と

それに固有な倫理とを生み出すものであった。しか し、そもそも、 こうした世界や固有の倫

理が可能になるのは、尊敬や信頼によって標準の共有が確保される場合だけである。 このと

き、これら尊敬や信頼は、個々の創発が可能になるための条件であって、創発の結果 として

成立する個々の倫理とは、次元の異なる倫理、より根源的な倫理であるといってよい。 これ

は、創発 した倫理ではなく、創発のための倫理(創 発の倫理)な のである。

 こうして、われわれは、茶道の倫理が、なぜ文化や人間を否定しなければならないのか、

そして、なぜそれが創造の倫理であるのかを理解することができる。創発の条件である尊敬

や信頼は、無条件的であるという意味で、自己の放棄に他ならない。そして、 自己の放棄 と

は、文化的にも人間的にも自己の否定を意味するといってよいであろう。そして、 こうした

自己の放棄が創発の倫理であるという意味で、茶道の倫理は、創造の倫理なのである。
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÷ 註

(1)ポ ラ ン ニ ーの 用語 法 で は、 「焦 点的 」 や 「従 属 的 」 とい う語 は 、 知 る様 態 を さす 。 つ ま り、 「焦点

 的 」 と は、 「それ 自体 と して 知 って い る」 様 態 で あ り、 「従 属 的 」 とは 「知 って は い るが 、 それ 自体 と

 して は知 らな い」 と い う様態 を意 味 す る。

(2) い か な る正 しさ も、 そ の 世 界 の 内部 か らの み判 定 す る こ とが で き る。 そ れ ゆ え 、 一 っ の世 界 で あ

 る包 括 的 存 在 は、 そ れ を構 成 す る規 則以 外 の、 どん な規 則 や 力 に も従 属 しな い 。 ポ ラ ンニ ー は、 科 学

 的思 考 、 道 徳 的思 考 、 法 的思 考 な ど を一 つ の 包 括 的 存在 で あ り、 した が って 、 それ 自身 の正 しさを も

 っ 独 立 の世 界 で あ る とみ な して い るが、 彼 が 例 え ば 科学 に お け る達 成 を福 祉 や 経 済 的 利 益 へ の寄与 と

 い っ た科 学 外 の尺 度 で 評 価 す る こ とに反 対 す るの は、 これ が理 由 で あ る。

(3) この 点 に関 して は、 ヴ ィ トゲ ン シュ タ イ ンに よ る、 私 的 な規 則 の考 察 を参 照 の こ と(ヴ ィ トゲ ン

 シュ タ イ ン、1976:1部202節)。 これ によ れ ば、 そ もそ も規 則 は、 私 的 な もの(主 観 的 な もの)で

 は あ りえ な い、 私 的 な 規 則(し た が って主 観 的 な 標 準)は あ り えな い 、 とい う こ と に な る。
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